
〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
　
研
　
究

一
二
〕

　
　
県
が
漁
業
協
同
組
合
と
の
間
で
漁
業
補
償
交
渉
を
す
る
際
の
手
持
ち
資
料
と
し
て
作
成
し
た
補
償
額
算
定
調
書
中
の
文
書
提
出
命
令
申
立

　
人
に
係
る
補
償
見
積
額
が
記
載
さ
れ
た
部
分
が
民
訴
法
ニ
ニ
O
条
四
号
ロ
所
定
の
文
書
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例

二
　
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
に
該
当
す
る
文
書
と
同
条
三
号
に
基
づ
く
提
出
義
務

判例研究

文
書
提
出
命
令
申
立
て
却
下
決
定
に
対
す
る
抗
告
審
の
取
消
決
定
に
対

す
る
許
可
抗
告
事
件
（
平
成
一
六
年
二
月
二
〇
日
第
二
小
法
廷
決
定
）

〔
事
　
実
〕

　
X
（
本
件
被
抗
告
人
）
は
、
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
操
業
し
て
い

る
船
び
き
網
漁
業
（
い
わ
ゆ
る
パ
ッ
チ
網
漁
業
。
以
下
、
「
本
件
許
可

漁
業
」
と
い
う
。
）
の
漁
業
主
で
あ
る
。
平
成
二
一
年
二
一
月
一
九
日
、

県
空
港
拡
張
事
業
及
び
同
周
辺
整
備
事
業
に
伴
う
海
面
埋
立
て
に
関
し

て
、
Y
県
（
本
件
抗
告
人
）
と
A
漁
協
と
の
問
に
、
漁
業
補
償
協
定
が

成
立
し
た
。
右
漁
業
補
償
協
定
に
お
い
て
は
、
Y
県
が
A
漁
協
に
対
し

て
総
額
六
億
0
］
二
八
万
円
の
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
が
約
さ
れ
、
こ

の
補
償
金
の
中
に
は
、
許
可
漁
業
主
に
対
す
る
補
償
も
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
補
償
金
は
、
Y
県
か
ら
A
漁
協
に
支
払
わ
れ
た
が
、
A
漁
協

は
X
に
対
し
、
X
が
相
当
と
主
張
す
る
少
な
く
と
も
四
五
〇
〇
万
円
以

上
の
補
償
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
て
、
X
が
Y
県
を
被
告
と
し

て
、
補
償
金
支
払
い
に
際
し
て
受
領
権
限
の
確
認
を
怠
っ
た
過
失
が
あ

る
と
し
て
国
賠
法
に
基
づ
き
、
補
償
金
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
等
を

求
め
た
の
が
本
件
の
本
案
事
件
て
あ
る
。
な
お
、
許
可
漁
業
主
は
、
A

漁
協
の
組
合
員
中
、
X
唯
］
人
で
あ
る
。

　
本
案
訴
訟
に
お
い
て
、
X
は
、
Y
県
が
所
持
す
る
補
償
額
算
定
調
書

お
よ
び
算
定
の
根
拠
資
料
（
以
下
、
「
本
件
文
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、

民
訴
法
一
二
］
0
条
三
号
又
は
四
号
に
基
づ
き
、
文
書
提
出
命
令
の
申
立

て
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Y
県
は
、
本
件
文
書
は
、
同
条
三
号
に
該

当
せ
ず
、
ま
た
、
同
条
四
号
ロ
に
該
当
す
る
等
と
主
張
し
、
提
出
義
務

の
存
在
を
争
っ
た
。
原
々
審
は
、
本
件
文
書
は
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号

ロ
に
該
当
し
、
ま
た
、
同
条
三
号
に
該
当
す
る
文
書
だ
と
し
て
も
、
公

務
員
の
職
務
上
の
秘
密
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
同
号
に
基
づ
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く
提
出
義
務
を
負
わ
な
い
旨
判
示
し
て
本
件
申
立
て
を
却
下
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
原
審
は
、
「
本
件
文
書
」
と
は
、
具
体
的
に
、
「
A
漁
協
に

関
す
る
消
滅
補
償
額
計
算
表
」
、
「
漁
労
制
限
補
償
額
計
算
表
」
、
「
価
格

減
少
補
償
額
計
算
表
」
、
「
事
業
損
失
（
影
響
補
償
）
額
計
算
表
」
中
の

本
件
許
可
漁
業
の
補
償
額
欄
の
部
分
で
あ
る
と
し
た
L
で
、
①
本
件
文

書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
Y
県
と
A
漁
協
と
の
間
の
信
頼
関
係

が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
Y
県
と
近
隣
の
漁
協
と

の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
、
②
本
件
文
書

の
提
出
が
今
後
の
類
似
の
漁
業
交
渉
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
一
概
に
断

定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
本
件
文
書
が
民
訴
法

二
二
〇
条
四
号
ロ
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
原
々

審
の
決
定
を
取
消
し
申
立
て
を
認
容
し
た
。
Y
県
は
、
こ
れ
を
不
服
と

し
て
抗
告
。

　
最
高
裁
が
判
断
の
基
礎
と
し
た
事
情
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
Y
県
と
A
漁
協
と
の
間
の
漁
業
補
償
交
渉
は
、
A
漁
協
に
所
属
す
る

組
合
員
の
全
員
が
被
る
漁
業
損
失
の
総
額
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
、
②
個
々
の
組
合
員
の
補
償
額
に
つ
い
て
は
、
本
件
漁
業
補

償
協
定
の
締
結
に
よ
り
具
体
的
な
金
額
が
確
定
し
た
も
の
と
は
理
解
さ

れ
て
は
い
な
い
、
③
本
件
文
書
は
、
補
償
総
額
を
算
定
す
る
た
め
に
、

種
々
の
デ
ー
タ
等
を
基
に
作
成
し
た
手
持
ち
資
料
で
あ
る
、
④
本
件
文

書
に
は
、
平
年
漁
獲
金
額
、
純
収
益
、
被
害
率
等
を
Y
県
が
一
定
の
判

断
を
加
え
て
算
定
し
た
補
償
見
積
額
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容

は
交
渉
相
手
で
あ
る
A
漁
協
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
、
⑤
Y

県
は
、
漁
業
補
償
交
渉
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
、
補
償
総
額
に
つ
い

て
の
協
定
を
締
結
し
た
上
で
、
個
々
の
組
合
員
に
対
す
る
補
償
額
の
決

定
、
配
分
は
、
A
漁
協
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
る
方
法
を
採
っ
た
、

⑥
X
は
、
上
記
交
渉
に
お
け
る
A
漁
協
側
の
交
渉
委
員
で
あ
り
、
上
記

の
補
償
交
渉
の
経
緯
、
本
件
漁
業
補
償
協
定
の
趣
旨
、
内
容
等
に
つ
い

て
は
十
分
認
識
し
て
い
た
、
⑦
Y
県
は
、
今
後
も
、
各
種
事
業
に
つ
い

て
、
本
件
と
同
様
の
漁
業
補
償
交
渉
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

〔
決
定
要
旨
〕

　
原
決
定
を
破
棄
し
、
原
々
決
定
に
対
す
る
抗
告
を
棄
却
す
る
。

「
本
件
文
書
は
、
Y
県
が
A
漁
協
と
の
漁
業
補
償
交
渉
に
臨
む
際
の
手

持
ち
資
料
と
し
て
作
成
し
た
前
記
補
償
額
算
定
調
書
の
一
部
で
あ
り
、

交
渉
の
対
象
と
な
る
上
記
の
総
額
を
積
算
す
る
過
程
に
お
け
る
種
々
の

デ
ー
タ
を
基
に
算
出
さ
れ
た
本
件
許
可
漁
業
に
係
る
数
値
（
補
償
見
積

額
）
が
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
文
書
は
、
民

訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
所
定
の
「
公
務
員
の
職
務
上
の
秘
密
に
関
す
る

文
書
」
に
当
た
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
件
文
書
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場

合
に
は
、
Y
県
が
、
各
組
合
員
に
対
す
る
補
償
額
の
決
定
、
配
分
に
つ

い
て
は
A
漁
協
の
自
主
的
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
交

渉
の
際
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
ヒ
記
の
総
額
を
算
出
す
る
過
程

の
数
値
（
個
別
の
補
償
見
積
額
）
の
一
部
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
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本
件
漁
業
補
償
協
定
に
係
る
上
記
の
前
提
が
崩
れ
、
A
漁
協
に
よ
る
各

組
合
員
に
対
す
る
補
償
額
の
決
定
、
配
分
に
著
し
い
支
障
を
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
り
、
A
漁
協
と
の
間
の
信
頼
関
係
が
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

今
後
、
Y
県
が
他
の
漁
業
協
同
組
合
と
の
問
で
、
本
件
と
同
様
の
漁
業

補
償
交
渉
を
円
滑
に
進
め
る
際
の
著
し
い
支
障
と
も
な
り
う
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
本
件
文
書
は
、
同
号
ロ
所
定
の
、
そ
の
提
出
に
よ
り

「
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」
に
も

当
た
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
本
件
文
書
に
つ
き
、

Y
県
に
対
し
、
同
号
に
基
づ
く
提
出
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
」「
ま
た
、
本
件
文
書
が
、
上
記
の
と
お
り
、
公
務
員
の
職
務
上
の
秘
密

に
関
す
る
文
書
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
出
に
よ
り
公
務
の
遂
行
に
著
し
い

支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
当
た
る
と
解
さ
れ
る
以
上
、
民

訴
法
一
九
一
条
、
一
九
七
条
一
項
一
号
の
各
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
、

抗
告
人
は
、
本
件
文
書
の
提
出
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
民
訴
法
二
二
〇
条
三
号
に
基
づ
く
本
件
申
立
て
も
、

そ
の
理
由
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」

　
な
お
、
職
務
上
の
秘
密
に
当
た
る
情
報
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
れ
を

開
示
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
公
務
の
民
主
的
能
率
的
な
運
営

を
阻
害
す
る
と
考
え
ら
れ
る
実
質
的
な
内
容
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
解
す
る
、
滝
井
繁
男
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
あ
る
。

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
に
反
対
す
る
。

一
　
本
決
定
の
意
義

　
本
決
定
は
、
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
所
定
の
文
書
の
該
当
性
に

つ
い
て
、
平
成
二
二
年
の
同
法
改
正
後
、
は
じ
め
て
判
断
し
た
も
の

で
あ
る
。
公
務
文
書
を
対
象
と
す
る
文
書
提
出
命
令
制
度
に
つ
い
て

は
、
平
成
八
年
の
民
訴
法
改
正
当
時
に
立
法
的
解
決
が
留
保
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

経
緯
が
あ
っ
た
た
め
、
平
成
二
二
年
の
改
正
法
の
定
め
る
公
務
文
書

の
提
出
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
実
務
上
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
が

注
目
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
本
決
定
は
、
同
法
二
二
〇
条

四
号
ロ
に
い
う
文
書
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
「
公
務

の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
」
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
、

将
来
の
協
定
交
渉
の
前
提
問
題
で
あ
る
信
頼
関
係
へ
の
危
険
の
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

性
と
し
、
積
極
的
な
立
場
を
示
し
た
。

　
ま
た
、
民
訴
法
二
二
〇
条
三
号
の
文
書
（
法
律
関
係
文
書
）
と
し

て
提
出
義
務
を
負
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
公
務
秘
密
文
書
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
務
上
の
秘
密
に
つ
い
て
証
言
拒
絶
を
認
め

た
民
訴
法
一
九
七
条
一
項
一
号
、
一
九
一
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と

い
う
立
場
を
、
最
高
裁
と
し
て
は
じ
め
て
示
し
た
。
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二
　
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
の
公
務
秘
密
文
書
性

「
公
務
員
の
職
務
上
の
秘
密
に
関
す
る
文
書
」
と
は
、
公
務
員
の
職

務
上
の
秘
密
が
記
載
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
文
書
を
い
う
と
さ

（
3
）

れ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
職
務
上
の
秘
密
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
ま

ず
、
形
式
秘
か
実
質
秘
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
平
成
八
年
以
前

の
旧
法
の
時
代
か
ら
、
学
説
・
判
例
と
も
に
、
実
質
秘
を
意
味
し
、

非
公
知
の
事
項
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
も
そ
れ
を
秘
密
と
し
て
保
護

す
る
に
値
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
と
す
る
こ
と
に
争
い
は

（
4
）

な
い
。
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
に
掲
げ
る
公
共
性
、
公
務
阻
害
性

の
要
件
は
、
実
質
秘
を
具
体
化
し
た
要
件
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で

あ
る
。
本
決
定
の
滝
井
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を

確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
本
条
に
い
う
「
職
務
上
の
秘
密
」
に
は
国
家
公
務
員
法
一

〇
〇
条
、
地
方
公
務
員
法
三
四
条
で
守
秘
義
務
の
対
象
と
な
る
「
職

務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
」
も
含
ま
れ
る
の
か
も
問
題
と
な
る
。

一
般
に
、
「
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
」
と
は
、
そ
の
公
務

員
の
所
掌
事
務
に
属
す
る
秘
密
の
み
な
ら
ず
、
私
人
の
秘
密
を
も
含

　
　
　
　
　
　
（
5
）

む
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
平
成
八
年
以
前
の
旧
法
時
代

の
下
級
審
裁
判
例
の
中
に
は
、
「
職
務
上
ノ
秘
密
」
（
旧
民
訴
法
二
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

二
条
）
を
よ
り
限
定
的
に
解
釈
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
私
人
の
秘
密
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
公
開
さ
れ
る
と
私
人
と
の
信

頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
結
果
、
私
人
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、
結
局
、
そ
の
公
務
の
民
主
的
・
能
率
的
運
営
に
支
障
を
生

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

じ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
「
職
務
上
の
秘
密
」
と
「
職
務
上
知
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
が
で
き
た
秘
密
」
と
は
同
視
す
べ
き
で
あ
る
。
下
級
審
裁
判
例
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

同
様
に
解
す
る
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
本
件
に
お
け
る
、
Y

県
が
所
持
す
る
「
本
件
文
書
」
に
は
、
海
面
埋
め
立
て
に
伴
う
、
A

漁
協
の
組
合
員
の
行
う
事
業
損
失
利
益
等
に
つ
い
て
の
計
算
が
含
ま

れ
、
組
合
員
の
個
人
的
情
報
に
関
わ
る
文
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
し

た
が
っ
て
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
本
件
文
書
は
、
「
職
務
上
知
る

こ
と
が
で
き
た
秘
密
」
も
記
載
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
民
訴
法
二
二

〇
条
四
号
ロ
の
解
釈
と
し
て
、
同
条
所
定
の
文
書
に
該
当
す
る
。
本

決
定
の
判
示
事
項
も
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

三
　
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
「
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」
の
意
義

　
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
に
は
「
公
共
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
」
と
「
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
」
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
、
提
出
義
務
の
あ
る
文
書
の

除
外
理
由
と
し
て
い
る
。
立
案
担
当
者
の
解
説
資
料
に
よ
れ
ば
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
公
共
の
利
益
」
と
い
う
概
念
は
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
除
外
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文
書
と
な
る
文
書
の
範
囲
を
で
き
る
限
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、

「
公
共
の
利
益
」
を
害
す
る
典
型
的
な
場
合
と
し
て
、
「
公
務
の
遂
行

に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
」
が
あ
る
場
合
が
独
立
の
類
型
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
に
い
う

「
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
」
と
は
「
公
共
の

利
益
」
と
い
う
一
般
抽
象
的
な
も
の
で
は
足
り
ず
、
具
体
的
に
そ
う

し
た
危
険
が
発
生
す
る
可
能
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。
平
成
八
年
以
前
の
旧
民
訴
法
に
お
い
て
も
、
二
七
二
条
一

項
の
証
言
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
承
認
拒
絶
の
要
件
と
し
て
論
じ
ら

れ
た
が
、
解
釈
上
、
公
務
の
遂
行
を
不
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
に

す
る
な
ど
の
特
別
な
事
情
が
必
要
で
あ
る
と
、
厳
格
に
考
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
（
1
2
）

き
た
経
緯
が
あ
る
。
現
行
規
定
は
、
こ
の
趣
旨
が
現
行
法
一
九
一
条

二
項
に
引
き
継
が
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
右
の
支
障
が
「
著
し
い
」
場
合
と
は
、
実
体
的
な
公
益

侵
害
の
場
合
よ
り
も
限
定
的
に
解
す
べ
き
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
単
な
る
職
務
繁
忙
な
ど
が
著
し
い
支
障
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
が
、
賛
成
で
あ

る
。
究
極
的
に
は
、
要
件
該
当
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
訴
訟
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

お
け
る
真
実
発
見
の
要
請
と
の
比
較
衡
量
論
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、

考
慮
さ
れ
る
べ
き
公
益
は
、
右
趣
旨
に
照
ら
し
厳
格
に
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
要
件
に
該
当
す
る
場
合
と
は
、
公
務
遂
行
の

妨
げ
と
な
っ
て
い
る
具
体
的
支
障
の
程
度
が
、
そ
れ
を
除
去
す
る
た

め
に
制
限
さ
れ
る
訴
訟
当
事
者
の
権
利
を
考
慮
し
て
も
な
お
甚
大
で

あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
解
す
る
。

　
本
件
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
利
益
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
。

ω
ま
ず
、
X
が
訴
訟
上
、
本
件
文
書
の
提
出
を
求
め
う
る
利
益
と
は

何
か
。
本
案
で
は
、
X
に
は
Y
県
の
不
法
行
為
責
任
の
範
囲
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
X
の
損
害
額
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
解

さ
れ
る
。
X
の
損
害
額
と
は
、
X
が
A
漁
協
か
ら
受
領
で
き
な
か
っ

た
正
当
な
補
償
額
相
当
分
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
Y
県
の
所
持
す
る

「
A
漁
協
に
関
す
る
消
滅
補
償
額
計
算
表
」
、
「
漁
労
制
限
補
償
額
計

算
表
」
、
「
価
格
減
少
補
償
額
計
算
表
」
、
「
事
業
損
失
（
影
響
補
償
）

額
計
算
表
」
の
全
て
の
文
書
に
お
け
る
許
可
漁
業
権
者
に
対
す
る
補

償
額
欄
の
部
分
が
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
外
部
か
ら
は
全
く
知
り
得

な
い
事
実
で
あ
る
。
q
D
こ
れ
に
対
し
、
本
件
文
書
が
公
開
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
ず
る
「
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
」
と
は
何
か
。

Y
県
は
、
海
面
埋
立
て
を
め
ぐ
っ
て
、
A
漁
協
を
含
む
複
数
の
漁
協

と
円
滑
に
補
償
交
渉
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
務
を
負
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
う
公
務
は
、
単
に
Y
県
に
と
っ
て
の
単
な

る
能
率
的
事
務
処
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
交
渉
相
手
で
あ
る
漁
協
の
協

力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
務
と
い
う
性
質
が
あ
る
。
漁
協
の
協

力
を
得
る
た
め
に
は
、
公
務
の
前
提
問
題
で
あ
る
Y
県
と
A
漁
協
な
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い
し
他
の
漁
協
と
の
信
頼
関
係
に
左
右
さ
れ
る
面
が
強
い
。
す
る
と
、

こ
の
信
頼
関
係
が
崩
れ
る
こ
と
が
、
Y
県
に
と
っ
て
、
公
務
へ
の
支

障
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
本
件
文
書
と
「
信
頼
関
係
」
の
関
連
性
は
ど

の
程
度
の
も
の
な
の
か
。
本
来
、
一
般
的
に
、
行
政
機
関
と
私
人
と

の
交
渉
の
場
面
に
お
け
る
「
信
頼
関
係
」
と
は
、
行
政
機
関
の
所
持

す
る
資
料
が
一
般
に
は
非
公
開
な
が
ら
も
交
渉
に
臨
ん
だ
特
定
私
人

に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
互
い
の
自
由
な
発
言
が
保
障
さ
れ
、

そ
こ
に
築
か
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
本
件
に
お
い

て
は
、
補
償
額
算
定
調
書
は
交
渉
相
手
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い

な
い
。
本
件
で
重
要
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
信
頼
関
係
」
と
は
、
Y

県
が
A
漁
協
側
に
、
組
合
員
に
対
す
る
補
償
金
の
配
分
に
つ
い
て
自

主
的
な
裁
量
を
与
え
る
と
い
う
「
約
束
」
（
あ
る
い
は
「
慣
例
」
）
に

よ
る
効
果
に
尽
き
、
Y
県
の
手
持
ち
資
料
に
よ
る
効
果
と
は
言
い
難

い
。
も
っ
と
も
、
本
件
文
書
の
内
容
が
A
漁
協
に
知
れ
る
こ
と
で
、

A
漁
協
が
補
償
金
の
内
部
的
配
分
の
際
、
そ
の
数
値
に
拘
束
さ
れ
る

お
そ
れ
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
A
漁
協
に
与
え
ら
れ
る
裁
量
権
の
範
囲

内
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
本
件
文
書
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ

る
、
Y
県
の
実
質
的
な
公
務
へ
の
支
障
と
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の

よ
う
に
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
補
償
額
算
定
調
書
が
、

個
々
の
組
合
員
に
公
表
さ
れ
る
と
、
組
合
員
に
よ
っ
て
は
、
実
際
に

漁
協
か
ら
受
領
し
た
補
償
金
の
額
が
県
の
評
価
額
を
下
回
る
よ
う
な

場
合
、
派
生
的
な
紛
争
を
引
き
起
こ
し
、
結
果
、
当
該
補
償
手
続
の

完
了
に
遅
れ
を
生
じ
か
ね
な
い
、
と
い
う
手
続
的
懸
念
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
反
対
に
、
同
調
書
を
公
表
し
な
い
こ
と
が
手
続
促
進
に
な

る
の
か
と
言
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
現
に
本
件
の
本
案
の
よ

う
な
紛
争
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
懸
念
は
一
面
的

な
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
と
、
漁
業
権
者
X
が

正
当
に
受
領
す
べ
き
補
償
金
相
当
額
を
明
ら
か
に
す
る
権
利
な
い
し

利
益
と
を
比
較
し
た
場
合
、
後
者
に
、
よ
り
尊
重
さ
れ
る
べ
き
合
理

性
が
あ
る
。
「
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
」
と
は
、
単
な
る
職
務

繁
忙
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
に
、

本
決
定
の
理
由
に
あ
る
と
お
り
、
当
該
補
償
手
続
を
離
れ
、
今
後
Y

県
が
別
の
漁
協
と
行
う
類
似
の
補
償
手
続
へ
与
え
る
遅
延
の
影
響
て

あ
る
。
確
か
に
、
今
後
Y
県
の
行
う
↓
連
の
漁
業
交
渉
が
滞
る
な
ら

ば
、
そ
れ
に
よ
り
県
民
の
空
港
施
設
を
利
用
す
る
便
等
の
公
益
そ
れ

自
体
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
本
来
、
漁
業
補

償
手
続
が
遅
延
す
る
か
否
か
は
、
補
償
額
の
内
訳
を
補
償
の
相
手
方

に
明
ら
か
に
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
一
概
に
決
ま
る
も
の
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
本
件
の
よ
う
な
団
体
で
の
内
部
配
分
を

予
定
し
て
行
わ
れ
る
補
償
交
渉
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
配
分
額
に
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つ
い
て
の
基
準
や
十
分
な
判
断
材
料
を
示
し
て
お
く
こ
と
こ
そ
が
事

後
の
紛
争
を
防
止
す
る
一
助
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た

が
っ
て
、
本
決
定
の
示
す
理
由
は
、
本
件
文
書
に
つ
い
て
提
出
義
務

が
な
い
こ
と
の
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
本
件
文
書
が
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
所
定
の
要

件
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
る
。

　
本
件
原
審
の
決
定
は
、
本
件
文
書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

Y
県
と
A
漁
協
と
の
間
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
本
件
文
書
の
提
出
が
今
後
の
類
似
の
漁

業
交
渉
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
一
概
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
す
る
が
、
こ
の
原
決
定
に
は
賛
成
で
あ
る
。

四
　
本
件
文
書
の
提
出
範
囲
に
つ
い
て

　
本
件
の
X
は
、
本
件
許
可
漁
業
を
営
む
許
可
漁
業
権
者
て
あ
り
、

共
同
漁
業
権
の
主
体
で
あ
る
漁
協
と
は
区
別
さ
れ
る
。
漁
業
補
償
協

定
に
お
い
て
も
、
補
償
の
対
象
は
各
漁
業
権
ご
と
に
な
さ
れ
る
の
は

当
然
で
あ
る
。
原
審
で
確
定
し
た
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
漁
業
補
償
の
実
務
に
お
い
て
は
、
漁
協
が
自
ら
権
利

者
で
あ
る
共
同
漁
業
権
の
み
な
ら
ず
、
個
人
が
許
可
を
受
け
て
い
る

許
可
漁
業
に
つ
い
て
も
、
漁
協
が
許
可
漁
業
権
者
の
組
合
員
か
ら
委

任
を
受
け
て
交
渉
主
体
と
な
り
、
補
償
契
約
を
締
結
す
る
の
が
通
例

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
件
で
は
、
X
が
A
漁
協
に
交
渉
に
つ
い
て
実

際
に
委
任
を
与
え
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
委
任
を

与
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
A
漁
協
は
X
の
代
理
人
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
場
合
、
補
償
協
定
の
内
容
も
ま
た
、
A
漁
協
が
共
同

漁
業
権
者
と
し
て
行
う
補
償
交
渉
と
、
X
の
代
理
人
と
し
て
行
う
許

可
漁
業
権
の
補
償
交
渉
と
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
Y
県
の
実
務
上
の
支
障
が
、
仮
に
百
歩
譲
っ
て
、
公

務
の
遂
行
に
与
え
る
支
障
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
で
も
、
Y
県
の
手

持
ち
資
料
で
あ
る
本
件
文
書
の
う
ち
、
許
可
漁
業
権
者
を
対
象
と
し

た
補
償
額
算
定
調
書
を
部
分
的
に
提
出
す
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、

当
該
支
障
は
最
低
限
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
本
件
に
限
っ
て
言
え
ば
、
X
は
組
合
員
中
唯
一
の
許
可
漁
業
権

者
で
あ
る
か
ら
、
許
可
漁
業
権
者
を
対
象
と
し
た
補
償
額
算
定
調
書

を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
る
第
三
者
へ
の
影
響
を
考
え
る
必
要
も
な
い
。

　
本
件
原
審
の
決
定
は
、
A
漁
協
は
X
の
代
理
人
の
地
位
に
あ
る
に

と
ど
ま
る
以
上
、
交
渉
相
手
が
契
約
内
容
を
本
人
に
秘
密
に
す
る
正

当
化
理
由
は
原
則
と
し
て
存
在
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
が
、
こ
の

考
え
を
基
礎
と
す
れ
ば
、
Y
県
は
、
契
約
の
相
手
方
本
人
で
あ
る
X

に
、
本
件
文
書
の
う
ち
X
の
利
害
関
係
の
箇
所
の
み
を
開
示
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。
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五
　
民
訴
法
二
二
〇
条
三
号
の
法
律
関
係
文
書
に
当
た
る
と
し
た
場

合
の
提
出
義
務
の
有
無

　
X
の
許
可
営
業
権
で
あ
る
漁
業
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
補
償
金
額

が
算
定
さ
れ
た
か
は
、
挙
証
者
で
あ
る
X
と
文
書
所
持
者
で
あ
る
Y

県
の
問
の
法
律
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
文
書
は
民
訴
法
二
二

〇
条
三
号
に
定
め
る
法
律
関
係
文
書
に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
所
定
の
文
書
に
該
当
す
る
か
が
不
明
な
場

合
に
は
、
三
号
文
書
と
し
て
、
Y
県
は
提
出
義
務
を
負
う
の
か
が
問

題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
文
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
所

持
者
が
独
自
に
持
つ
秘
匿
利
益
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
証

言
拒
絶
権
に
関
す
る
規
定
の
趣
旨
か
ら
、
民
訴
法
一
九
七
条
一
項
一

号
、
一
九
一
条
一
項
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
有

　
　
（
1
5
）

力
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
に
は
、
監
督
官
庁
の
承
認
が
な
い
限
り
提
出
義
務
は
な

い
が
、
公
共
の
利
益
を
害
し
、
又
は
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
監
督
官
庁
は
承
認
を
拒
絶
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
（
民
訴
法
一
九
一
条
二
項
）
。
こ
こ
に
い
う

「
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
」
と
は
、
民
訴
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

二
二
〇
条
四
号
ロ
の
要
件
に
対
応
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

本
件
に
お
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
件
文
書
は
監
督
官
庁
の

承
認
拒
絶
が
で
き
な
い
文
書
に
当
た
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
問
題
は
、
民
訴
法
一
九
一
条
二
項
の
承
認
拒
絶
要
件
に
該
当
す
る

か
否
か
の
最
終
的
判
断
権
限
が
、
監
督
官
庁
に
あ
る
の
か
、
裁
判
所

に
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
、
公
務
員
の
証
人
尋
問
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
最
終
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

断
権
限
者
は
監
督
官
庁
で
あ
る
と
す
る
説
、
裁
判
所
で
あ
る
と
す

（
1
8
）

る
説
、
裁
判
所
は
監
督
官
庁
の
意
見
が
相
当
で
あ
る
か
と
い
う
相
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

性
に
限
定
し
て
判
断
権
限
が
あ
る
と
す
る
説
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
同
じ
議
論
が
文
書
提
出
命
令
の
場
面
で
も
い
え
る
か
。

　
し
か
し
、
証
人
尋
問
の
手
続
と
文
書
提
出
命
令
の
手
続
と
は
手
続

の
状
況
が
異
な
る
と
い
え
る
。
平
成
二
二
年
の
民
訴
法
改
正
に
よ
り
、

問
題
と
な
る
公
務
文
書
が
同
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
に
該
当
す
る
か
否

か
に
つ
い
て
、
監
督
官
庁
の
意
見
を
聴
取
す
る
手
続
が
設
け
ら
れ
た

（
民
訴
法
二
壬
二
条
三
項
）
。
本
条
項
は
、
公
務
秘
密
文
書
の
該
当
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
判
断
を
最
終
的
に
裁
判
所
に
委
ね
た
と
こ
ろ
に
重
点
が
あ
る
。
立

案
担
当
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
証
人
尋
問
に
お
け
る
証
言
拒
絶
の
場

面
は
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
裁
判
所
に
お
い
て
、
証
言
の
具
体
的
内

容
を
覚
知
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
証
言
さ
せ
る
こ
と
が
相
当
な
事
項

か
否
か
を
事
前
に
判
断
す
る
仕
組
み
が
な
い
た
め
に
、
監
督
官
庁
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

判
断
権
限
を
認
め
て
よ
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
民
訴
法

二
壬
二
条
三
項
の
趣
旨
を
没
却
し
な
い
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

法
律
関
係
文
書
に
つ
い
て
、
民
訴
法
一
九
一
条
二
項
を
類
推
適
用
す
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る
場
合
に
は
、
公
務
員
の
承
認
尋
問
に
お
け
る
承
認
拒
絶
要
件
の
判

断
権
限
者
の
議
論
に
関
わ
り
な
く
、
裁
判
所
が
文
書
提
出
義
務
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

終
判
断
権
限
者
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
本
件
文
書
は
、
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
も
し
く
は

三
号
後
段
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
裁
判
所
が
文
書
の
提
出
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

文
書
の
提
出
を
求
め
る
部
分
に
限
っ
て
発
せ
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で

（
2
4
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
文
書
が
情
報
開
示
請
求
の
結
果
、
非
開

示
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
、
提
出
を
命
ず
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
に
よ
り
、
判
旨
に
反
対
す
る
。

判例研究

六
　
情
報
公
開
法
と
の
整
合
性

　
最
後
に
、
提
出
義
務
あ
る
公
務
文
書
と
情
報
公
開
法
上
の
非
公
開

情
報
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
く
。
本
件
で
は
明
ら
か
と

な
っ
て
い
な
い
が
、
情
報
開
示
請
求
が
な
さ
れ
、
情
報
公
開
法
五
条

三
号
又
は
五
号
に
よ
っ
て
、
行
政
文
書
の
開
示
義
務
が
な
い
と
さ
れ

た
場
合
、
そ
の
非
開
示
情
報
は
、
民
訴
法
上
の
公
文
書
の
文
書
提
出

義
務
に
影
響
を
与
え
る
か
。
こ
の
点
、
一
般
的
に
は
、
情
報
公
開
法

に
お
い
て
例
外
的
に
非
公
開
情
報
と
さ
れ
る
非
公
開
事
由
に
比
べ
、

民
訴
法
上
の
提
出
拒
絶
事
由
は
狭
い
範
囲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
（
2
3
）

解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
情
報
公
開
法
は
、
そ
の
請
求
の
目
的
や

請
求
人
の
利
害
関
係
を
問
う
こ
と
な
く
、
何
人
に
対
し
て
も
、
公
開

請
求
を
権
利
と
し
て
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
民
訴
法
上

の
文
書
提
出
命
令
は
訴
訟
当
事
者
が
、
訴
訟
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ

て
い
る
権
利
救
済
、
紛
争
解
決
に
必
要
な
真
実
発
見
の
た
め
に
当
該

（
1
）
平
成
八
年
の
民
訴
法
改
正
の
際
、
法
案
段
階
で
は
、
公
務
員
の

　職務上

の
秘
密
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
監
督
官
庁
の
承
認
を

得
な
い
限
り
提
出
義
務
を
認
め
な
い
枠
組
み
と
な
っ
て
い
た
が
、
各

　
界
か
ら
批
判
が
多
か
っ
た
た
め
、
公
務
文
書
の
提
出
義
務
の
範
囲
は

　
未
解
決
の
ま
ま
留
め
置
か
れ
、
情
報
公
開
法
制
定
と
の
整
合
を
図
り

　
な
が
ら
、
公
布
後
二
年
を
目
途
と
し
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
旨
の

　
附
則
二
七
条
が
設
け
ら
れ
た
。

（
2
）
　
裁
判
所
時
報
ご
二
五
八
号
六
頁
、
判
時
】
八
六
二
号
】
五
四
頁
、

　
判
タ
一
一
五
六
号
一
二
二
頁
。

（
3
）
　
深
山
卓
也
H
菅
家
忠
行
ほ
か
「
民
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
の
概
要
（
上
）
」
ジ
ュ
リ
一
二
〇
九
号
一
〇
四
頁
（
二
〇
〇

　
一
）
。

（
4
）
菊
井
維
大
H
村
松
俊
夫
『
民
事
訴
訟
法
H
全
訂
版
』
四
七
〇
頁

　
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
）
、
斎
藤
秀
夫
H
小
室
直
人
ほ
か
『
注
解

　
民
事
訴
訟
法
（
7
）
』
四
〇
二
頁
〔
小
室
・
東
孝
行
〕
（
第
一
法
規
、
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一
九
九
三
）
、
刑
事
事
件
で
は
あ
る
が
、
最
決
昭
和
五
二
・
一
二
・

　
一
九
刑
集
三
一
巻
七
号
一
〇
五
三
頁
、
最
決
昭
和
五
三
・
五
・
三
一

　
刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
。

（
5
）
中
村
博
『
改
訂
国
家
公
務
員
法
（
第
二
版
）
』
五
八
七
頁
（
第

　
一
法
規
、
一
九
八
六
）
。

（
6
）
　
東
京
高
決
昭
和
四
四
・
一
〇
・
一
五
判
時
五
七
三
号
二
〇
頁
、

　
高
松
高
決
昭
和
五
〇
・
七
・
一
七
判
時
七
八
六
号
三
頁
。

（
7
）
　
深
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
五
頁
。

（
8
）
　
山
本
和
彦
「
公
務
員
の
職
務
上
の
秘
密
と
証
拠
調
べ
」
『
講
座

　
新
民
事
訴
訟
法
H
』
一
五
九
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
）
、
滝
井
繁

　
男
目
飯
村
佳
夫
「
公
務
員
の
証
言
拒
絶
」
判
タ
八
四
九
号
三
五
頁
、

　
三
九
頁
（
↓
九
九
四
）
、
深
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
五
頁
。

（
9
）
　
大
阪
高
決
昭
和
六
三
・
一
・
二
二
判
タ
六
七
五
号
二
〇
五
頁
、

　
名
古
屋
地
決
昭
和
六
三
二
二
・
二
一
判
タ
六
九
三
号
二
二
六
頁
、

　
大
阪
高
決
平
成
六
・
七
・
一
九
判
タ
八
七
九
号
二
六
八
頁
な
ど
。

（
1
0
）
　
そ
の
理
由
と
し
て
、
公
務
員
は
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
公
共

　
の
利
益
の
た
め
に
職
務
を
遂
行
す
べ
き
立
場
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
職

　
務
は
、
究
極
的
に
は
「
公
共
の
利
益
」
の
実
現
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、

　
公
務
の
遂
行
が
支
障
な
く
遂
行
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ら
の
利
益
の

実
現
に
資
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
す
る
（
深
山
ほ
か
・
前
掲
注

　
（
3
）
一
〇
五
頁
）
。

（
n
）
　
深
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
3
と
〇
五
頁
。

（
1
2
）
　
兼
子
一
H
松
浦
馨
ほ
か
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』
九
八
八
頁
〔
松

　
浦
〕
（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
）
、
菊
井
H
村
松
・
H
前
掲
注
（
4
）
四
七

　
四
頁
、
斎
藤
秀
夫
口
小
室
直
人
ほ
か
・
前
掲
注
（
4
）
四
〇
二
頁
〔
小

　
室
・
東
〕
。

（
1
3
）
　
山
本
・
前
掲
注
（
8
）
一
七
八
頁
。

（
1
4
）
　
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
［
第
三
版
］
』
三
八
七
頁
（
有
斐
閣
、

　
二
〇
〇
四
）
、
山
本
・
前
掲
注
（
8
と
七
八
頁
。

（
1
5
）
　
民
訴
法
二
二
〇
条
三
号
の
文
書
に
つ
い
て
、
証
言
拒
絶
事
由
と

　
同
様
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
証
言
拒
絶
に
関
す
る
規
定
の
類
推
適
用

　
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
菊
井
“
村
松
・
前
掲
注
（
4
）
六
一
二
頁
、

　
斎
藤
秀
夫
H
小
室
直
人
ほ
か
『
注
解
民
事
訴
訟
法
（
8
）
』
一
六
〇

　
頁
〔
斎
藤
・
宮
本
聖
司
〕
（
第
一
法
規
、
一
九
九
三
）
、
吉
村
徳
重
H

　
小
島
武
司
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
7
）
』
八
四
頁
〔
廣
尾
勝
彰
〕

　
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
）
、
兼
子
H
松
浦
・
前
掲
注
（
1
2
と
〇
五
六
頁

　
〔
松
浦
〕
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
平
成
八
年
以
前
の
旧
民
訴

　
法
下
の
議
論
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
（
法
務
省
民
事
局
参
事
官

室
編
『
一
問
一
答
新
民
事
訴
訟
法
』
二
五
三
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
、

　
一
九
九
六
）
）
。

（
1
6
）
　
伊
藤
・
前
掲
注
（
U
）
三
八
六
頁
参
照
。

（
1
7
）
兼
子
・
前
掲
注
（
1
2
）
九
八
九
頁
〔
松
浦
〕
、
斎
藤
H
小
室
・
前

掲
注
（
4
）
四
〇
三
頁
〔
小
室
・
東
〕
、
吉
村
徳
重
H
小
島
武
司
編

　
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
7
）
』
二
六
四
頁
〔
藤
原
弘
道
〕
。

（
1
8
）
　
菊
井
U
村
松
・
前
掲
注
（
4
）
四
七
二
頁
、
小
室
直
人
ほ
か
編

　
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』
↓
五
三
頁
〔
小
林
秀
之
・
田
村
陽
子
〕
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（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
）
。

（
1
9
）
　
春
日
偉
知
郎
「
証
言
拒
絶
権
」
『
講
座
新
民
事
訴
訟
法
H
』
一

　
三
三
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
）
。

（
2
0
）
　
深
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
六
頁
、
山
本
・
前
掲
注
（
8
）
一

　
八
一
頁
参
照
。

（
21
）
　
深
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
六
頁
。

（
2
2
）
　
下
級
審
裁
判
例
で
あ
る
が
、
東
京
高
決
昭
和
五
八
・
六
・
二
五

判
時
一
〇
八
二
号
六
〇
頁
は
、
防
衛
上
の
機
密
に
関
す
る
文
書
に
つ

　
き
、
裁
判
所
が
提
出
義
務
の
実
体
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

（
2
3
）
平
山
正
剛
「
文
書
提
出
命
令
③
ー
公
文
書
の
提
出
義
務
」
『
新

　
民
事
訴
訟
法
実
務
大
系
ー
理
論
と
実
務
－
第
三
巻
』
一
六
七
頁
（
青

林
書
院
、
一
九
九
七
）
、
深
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
六
頁
。

（
24
）
　
平
山
・
前
掲
注
（
2
1
と
六
七
頁
。

〔
補
足
〕

　
　
本
稿
脱
稿
後
、
齋
藤
哲
「
判
批
」
判
評
五
五
五
号
三
四
頁
（
二
〇

　
〇
五
）
（
H
本
件
判
例
評
釈
）
を
拝
読
す
る
機
会
を
得
た
が
、
校
正

　
段
階
に
て
十
分
に
引
用
・
検
討
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
付
記
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
　
森
児

判例研究

玉Ol


